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資料：住民基本台帳（各年３月末現在）→国勢調査

42,579 40,488 38,862 35,846 34,379

202,330 192,903 179,906
164,070 158,364

31,608 40,782 52,505
62,524 72,703

276,664 274,777 273,487 271,460 268,800

0

100,000

200,000

300,000

平成7

（1995）年

平成12

（2000）年

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

(人)

 

第 章   八尾市の男女共同参画の現状と課題 

 

 

１ 統計データからみえる八尾市の現状 

（１）年齢３区分別人口の推移 

本市の年齢３区分別人口構成の推移をみると、年少人口（0～14歳）は減少してい

るのに対し、高齢者人口（65歳以上）は増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 ※合計値は年齢不詳を含む 

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上）
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103,960
108,585 110,289

70,027 68,386 69,859

67.4
63.0 63.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0

30,000

60,000

90,000

120,000

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

（％）(世帯)

 

（２）世帯の推移 

本市の核家族世帯（「夫婦のみの世帯」「親と子どもから成る世帯」）の数は、平成22

（2010）年から平成27（2015）年にかけて、1,473世帯増加し、平成27（2015）

年で69,859世帯となっています。また、一般世帯に占める核家族世帯の割合は一般

世帯数の増加に伴い減少傾向にあります。 

世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国籍別の外国籍を有する市民の人数 

平成31（2019）年における本市の外国籍を有する市民の人数は7,420人で、人口

の2.8%となっており、平成26（2014）年と比べて0.4ポイントの増加となっていま

す。 

国籍別の外国籍を有する市民の人数 

 

 

 

 

 

 

  

 

  資料：国籍別人員調査（各年４月１日現在） 

   住民基本台帳（各年３月３１日現在） 

 

平成26（2014）年 平成31（2019）年

資料：●●●（各年●月●日現在）
3,417

1,628

935

173 57 45 46 44
229

2,992

1,997
1,700

255
59 47 39 35

296

0

1,000

2,000

3,000

4,000

韓国・

朝鮮

中国 ベトナム フィリピン タイ ブラジル インド

ネシア

ペルー その他

(人)

一般世帯数 核家族世帯数 一般世帯に占める核家族世帯の割合

資料：国勢調査 
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（４）女性の年齢別就業率の推移 

本市の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するM字カーブ

を描いています。落ち込みの大きい30～39歳の就業率は平成22（2010）年に比べ

平成27（2015）年で上昇し、近年ではＭ字カーブは緩やかになっています。 

 

女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）女性の年齢別就業率（国・府比較） 

本市の平成27（2015）年の女性の年齢別就業率を全国、府と比較すると、各年代

で全国、府より低くなっています。 

女性の年齢別就業率（国・府比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

八尾市 大阪府 全 国

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

15.3

61.5
69.4

58.7 58.1
62.7

67.7 64.3

54.4

40.0

24.1
13.2

7.5
4.4 1.614 .4

62 .1

72 .2
65 .0 64 .5 67 .8 70 .4 68 .5

61 .5

44 .6

26 .7

15 .1 7 .4
4 .0 1 .2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

女性：平成27（2015）年 女性：平成22（2010）年

※労働力状態「不詳」を除く 

※労働力状態「不詳」を除く 

女性：平成27（2015）年 女性：平成22（2010）年

男性：平成27（2015）年

女性：平成27（2015）年 女性：平成22（2010）年

男性：平成27（2015）年
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30.6 
34.3 35.5 35.6 34.5 33.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成26

（2014）年度

平成27

（2015）年度

平成28

（2016）年度

平成29

（2017）年度

平成30
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令和元

（2019）年度

八尾市

（％）

 

（６）女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

本市の平成27（2015）年の女性の未婚・既婚別就業率をみると、特に20歳代か

ら30歳代において未婚者に比べて既婚者の就業率が低くなっています。 

 

女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）市の審議会、委員会などにおける女性委員割合の推移 

本市の審議会等における女性委員割合をみると、平成29（2017）年度をピークに

減少傾向にあり、令和元（2019）年度では33.0％となっています。 

市の審議会、委員会などにおける女性委員割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.9 42.5 

53.8 53.4 
57.2 

62.9 
66.9 65.3 

58.7 41.6 

24.8 

15.0 7.5 4.9 
2.6 

14 .3

63 .7

82 .5 82 .3 79 .9 78 .0 76 .2
72 .0

65 .1

40 .8

23 .6

12 .9
6 .6 2 .9

1 .3

0.0

30.0
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29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

既婚 未婚

資料：国勢調査 

資料：行政改革課調べ（各年度３月３１日現在） 

※労働力状態「不詳」を除く 
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（８）家庭での役割分担についての現状 

家庭での役割分担についての現状をみると、「食事の支度」は女性の70.1%が、「掃

除・洗濯」は女性の66.2％が、すべて、あるいは主に自分が担当、と回答しています。

また、配偶者（パートナー）と自分が同じ程度に担当と回答した割合は、共働きカッ

プルにおいて高くなる傾向がありました。 

また、「子どもの教育としつけをする」「乳幼児の世話をする」「高齢の家族の介護を

する」といった子育てや介護について、男性の分担割合が低い傾向があります。 

家庭での役割分担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「すべて自分が担当」「主に自分が担当」を合わせた割合 

  

％

掃除・洗濯をする

食事の支度をする

日々の家計を管理する

子どもの教育としつけをする

乳幼児の世話をする

高齢の家族の介護をする

地域活動へ参加する

9.9

7.5

13.8

3.2

1.4

4.4

15.2

66.2

70.1

60.7

36.4

29.5

16.5

36.0

0 20 40 60 80

女性 （回答者数 = 684）

男性 （回答者数 = 515）

男性 （回答者数 = 515）

資料：男女共同参画についての市民意識調査 
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資料：●●●（各年●月●日現在）

13,197 12,877 12,896 12,628 12,456 12,237

4,450 4,643 4,818 4,910 5,247 
5,929 

4,807 5,071 5,299 5,419 5,576 5,706 

48 19 47 63 18 0 
0

5,000

10,000

15,000

平成26

（2014）年度

平成27

（2015）年度

平成28

（2016）年度

平成29

（2017）年度

平成30

（2018）年度

令和元

（2019）年度

(人)

15.1 16.1 
17.6 18.3 

20.0 20.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

平成26

（2014）年度

平成27

（2015）年度

平成28

（2016）年度

平成29

（2017）年度

平成30

（2018）年度

令和元

（2019）年度

（％）

資料：人事課調べ 

 

（９）女性管理職（課長補佐級以上）の割合の推移 

本市の女性管理職（課長補佐級以上）の割合の推移をみると、年々増加し、令和元

（2019）年度で20.4％となっており、平成26（2014）年度よりも5.3ポイント高

くなっています。 

女性管理職（課長補佐級以上）の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）教育・保育給付の確保の推移 

本市の教育・保育給付の確保の推移をみると、保育所定員と入所児童数は増加傾向

にあり、待期児童数は増減を繰り返していましたが、令和元（2019）年度で解消さ

れています。 

 

教育・保育給付の確保の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童数

(0～5 歳人口)

保育所定員 入所児童数 待機児童数

資料：こども未来部調べ 
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ＤＶ相談件数

（件）

資料：健康推進課調べ 

 

（11）ＤＶ相談件数の推移 

本市のＤＶ相談件数の推移をみると、増減を繰り返しており、令和元（2019）年

度で275件となっています。なお、令和元（2019）年度においては、女性からの相

談が272件、男性からの相談が3件となっています。 

ＤＶ相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）乳がん検診・子宮がん検診受診率の推移 

本市の乳がん検診の受診率は、平成29（2017）年度以降は横ばいで推移しており、

令和元（2019）年度で22.1％となっています。また、子宮がん検診の受診率は、平

成29（2017）年度以降微増しており、令和元（2019）年度で27.2％となっていま

す。 

乳がん検診・子宮がん検診受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.3 25.0 
22.8 22.0 22.0 22.1 

31.7 30.5

25.6 25.3 25.5
27.2
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（％）

乳がん検診の受診率 子宮がん検診の受診率

資料：人権政策課調べ 
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２ 計画の目標の評価 

基本目標Ⅰ「あらゆる分野における女性の活躍推進」では、「市の男性職員の育児休

業取得者数及び部分休業取得者数」及び「保育所の入所待機児童数」が目標値を達成

しています。令和元（2019）年度で新たに育児休業を所得された方の取得期間をみ

ると、5日未満が３人、5日以上2週間未満が11人、1月以上3月未満が1人、12月以

上24月未満が1人となっています。しかし一方で「市の職員の出産補助休暇取得者率」

は減少しています。引き続き市がモデルとなって仕事と子育ての両立を支援するとと

もに、事業所等においても育児休業等の取得を促進していくことが必要です。また、

「市の審議会、委員会などにおける女性委員の登用の割合」、「市役所の女性管理監督

職（監督職以上）の割合」、「小・中・義務教育学校の管理職（校長、教頭）に占める

女性の割合」は増加となっているものの目標値の達成には至っていないことから、あ

らゆる分野への女性の参画促進に向けた取り組みが引き続き必要です。特に市の女性

管理職（課長補佐級以上）の割合は年々増加し、令和元（2019）年度で20.4％とな

っているものの、監督職以上の割合に比べると16.２ポイント下回っており、女性管理

職の育成に向けた取り組みが必要です。 

基本目標Ⅱ「誰もが安心して暮らせる社会づくり」では、「乳がん検診の受診率」及

び「子宮がん検診の受診率」が減少となっているほか、「配偶者からの暴力を受けたこ

とがある人の割合」で女性が増加、「ＤＶ被害に対する相談窓口の認知度（「相談窓口

を１つも知らない」人の割合）」が増加となっています。引き続き生涯を通じた健康へ

の支援に努めるとともに、DV根絶に向けた取り組みの強化及び相談窓口の積極的な

周知が必要です。 

基本目標Ⅲ「男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成」では、「八尾市男女共同

参画センター「すみれ」の認知度（「知っている」と答えた人の割合）」は横ばいで、

依然として低く、男女共同参画についての意識啓発を含め、目標値の達成には更なる

取り組みが必要です。 

 

 
項目（指標） 単位 

策定値 

（平成26

（2014）年度） 

現状値 

（令和元

（2019）年度） 

目標値 

（令和７

（2025）年度） 

評価 

基 本

目 標

Ⅰ 

市の男性職員の 

育児休業取得者数

及び部分休業取得

者数 

人 ３ 23 14 ↗ 

市の職員の出産 

補助休暇取得者率 
％ 94.3 85.7 100.0 ↘ 
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項目（指標） 単位 

策定値 
（平成26

（2014）年度） 

現状値 
（令和元

（2019）年度） 

目標値 
（令和７

（2025）年度） 

評価 

保育所の入所待機

児童数 
人 48 ０ ０ ↗ 

市の審議会、委員会

などにおける女性

委員の登用の割合 

％ 30.6 33.0 40.0 ↗ 

女性委員の参画が

ない審議会等の数

（休会中を除く） 

会議体 11 ７ ０ ↗ 

市役所の女性管理

監督職（監督職以

上）の割合 

％ 34.5 36.6 42.5 ↗ 

小・中・義務教育学

校の管理職（校長、

教頭）に占める女性

の割合 

％ 19.8 21.8 30.0 ↗ 

基 本

目 標

Ⅱ 

乳がん検診の受診

率 
％ 24.3 22.1 50.0 ↘ 

子宮がん検診の 

受診率 
％ 31.7 27.2 50.0 ↘ 

配偶者からの暴力

を受けたことがあ

る人の割合 

％ 
女性 29.3 

男性 16.1 

女性 29.9 

男性 12.8 

女性 15.0 

男性  8.0 

女性↘ 

男性↗ 

ＤＶ被害に対する

相談窓口の認知度

（「相談窓口を１つ

も知らない」人の割

合） 

％ 10.6 14.2 5.0 ↘ 

基 本

目 標

Ⅲ 

 

男女共同参画が 

実現していると 

思う市民の割合 

％ 27.2 33.2 35.0 ↗ 

八尾市男女共同 

参画センター 

「すみれ」の認知度

（「知っている」と

答えた人の割合） 

％ 7.7 7.9 50.0 → 

  ※評価については、策定値からみた現状値の推移を評価したもの 
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３ 八尾市の男女共同参画の課題 

「基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍推進」についての課題 

○ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について 

女性の社会進出が進んでいる現状で、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）がとれた生活は、一人ひとりの健康を維持し、生涯を通じて育児・介護との両立

や自己実現を可能にするなど、誰もが社会的責任を果たすとともに、家族と安心して

豊かに生活していく上で重要なことです。 

令和元（2019）年度に実施した「男女共同参画についての市民意識調査（以下「市

民意識調査」という。）」では、仕事と生活の調和について、希望は「仕事と個人の生

活をともに優先したい」が48.8％で最も高く、次いで「個人の生活を優先したい」が

36.6％となっていますが、現実は「仕事を優先している」が32.8％で最も高くなっ

ており、希望と現実（現状）に大きなギャップが生じています。さらに、家庭生活に

ついて、「掃除・洗濯をする」「食事の支度をする」「日々の家計を管理する」「子ども

の教育としつけをする」「乳幼児の世話をする」「高齢の家族の介護をする」「地域活動

へ参加する」では、主に女性が担当している割合が高くなっています。また、女性と

男性で家事の分担意識にギャップが生じている項目があり、特にフルタイム同士の共

働きにおいて、顕著にあらわれています。 

一方、男女が対等に働いたり、地域も含めた社会の様々な場面で能力を活かして活

動したりするために必要なことについて、「結婚や出産にかかわらず働き続けられる職

場の雰囲気の醸成」が58.1％、「賃金、昇給の男女格差をなくす」が51.7％、「子育て

や介護のための施設やサービスを充実させる」が50.1％となっています。 

また、市内の中学生（義務教育学校7年生～9年生含む）や高校生からは、すべての

人が自由に活躍するために必要なことを考える中で、誰もが働きやすい仕組みづくり

として、ワーク・ライフ・バランスについての意見が多く出され、これから社会に出

る若い世代が高い関心を寄せていることがうかがえます。 

家庭生活においては、共働き世帯が増加している状況の中で、性別にかかわらず家

族一人ひとりが、家事・育児・介護といった家庭の責任をともに担うことが大切です。

そのため、家事・育児・介護・家庭の行事等は家族が共同して行うという意識の啓発

に努め、家庭生活における男女共同参画を促進することが必要です。 

さらに今後、女性が結婚、出産、子育てを経験しても継続して就労しながら経歴を

積み重ねられる環境づくりを行うために、育児休業や介護休業の取得促進を図るとと

もに、雇用者側にも、平等な雇用機会と待遇確保の啓発を進めることが必要です。  
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仕事と生活の調和について（希望と現実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「仕事」を優先したい

「仕事」と「個人の生活」をともに優先したい

「個人の生活」を優先したい

その他

わからない

無回答

【希望】 

女性（回答者数＝684）

男性（回答者数＝515）

1.8

5.8

45.9

52.6

39.9

32.4

0.9

0.8

5.3

4.1

6.3

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

全体 1,209 3.5 48.8 36.6
0.8

4.7 5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（回答者数＝1,209） 

「仕事」を優先している

「仕事」と「個人の生活」をともに優先している

「個人の生活」を優先している

その他

わからない

無回答

【現実】 

女性（回答者数＝684）

男性（回答者数＝515）

24.9

43.5

27.6

23.1

27.0

15.1

2.0

1.4

9.9

9.3

8.5

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

全体 1,209 32.8 25.7 21.8 1.7 9.7 8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体全体（回答者数＝1,209） 
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○ 政策・方針決定の場における女性の積極的な登用について 

男女共同参画社会を実現し、今後の少子高齢化の進行や社会の変化に対応していく

ためには、性別にかかわらず、多様な人材が方針決定の場に参画していくことが重要

です。 

市民意識調査では、男女平等に関する意識について、「政治の場」で「男性の方が優

遇されている」と考える人の割合は68.6%、「社会全体」では63.4％と高くなってい

ます。また、男女共同参画を進めていく上で、行政（国・府・市）が力を入れること

について、「男女平等の視点で法律や制度を改める」が33.0％となっています。 

また、市内の中学生（義務教育学校7年生～9年生含む）や高校生からは、すべての

人が自由に活躍するために必要なこととして、家庭や職場での男女平等とともに、能

力を活かして活躍できるような環境が必要という意見が出されています。 

政策・方針決定の場における女性の参画を進めていくため、今後は女性、男性に限

らず一人ひとりが意見を出せる場や参画する機会を増やすとともに、各分野で活躍す

る人材の育成を進め、積極的改善措置の実行を通じて、性差のない登用を進めていく

ことが必要です。  
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○ 性別にかかわらず誰もが働きやすい環境づくりについて 

働く場において、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮できることが男女共同参画

社会を実現する上でとても重要なことです。 

25〜39歳の女性の就業率は、未婚者に比べて既婚者で概ね23〜29ポイントほど

低くなっており、結婚・出産を機に離職する人がいまだに多くみられます。 

市民意識調査では、女性が仕事に就くことについて、「結婚や出産にかかわらず、仕

事を続ける方がよい」が33.3％で最も高く、次いで「子育ての時期だけ一時やめ、そ

の後はパートタイムで仕事を続ける方がよい」が20.4％、「子育ての時期だけ一時や

め、その後はフルタイムで仕事を続ける方がよい」が11.9％と、女性が仕事をするこ

とに肯定的な意見が高くなっています。また、男女共同参画を進めていく上で、行政

（国・府・市）が力を入れることについて、「男性も女性も労働者が、仕事と家庭の両

立をできるように支援する」が55.4％で最も高く、「採用・昇進・賃金など、就労の

場における男女格差をなくす」が44.3％、「女性の就労機会を増やし、経済的自立を

支援する」が35.0％となっています。 

 

男女共同参画を進めていく上で、行政（国・府・市）が力を入れることについて 
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今後、仕事の内容や賃金、待遇、昇進・昇給の機会などでの男女差別をなくし、性

別にかかわらず、働きやすい職場づくりと働き続けられる職場づくりを進めることが

必要です。また、「女性活躍推進法」に基づき、子育てなどにより就業を一時中断して

いる女性の円滑な職場復帰、再就職や起業など、個人の意欲と能力が活かされる環境

づくりを進め、女性の活躍を推進していくことが重要です。 

働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大などの非常時を想定した新しい生活様式

を踏まえ、一人ひとりがリモートワークなどの柔軟で多様な働き方のできる環境づく

りが事業所に求められており、そのための取り組みが必要です。 

 

 

「基本目標Ⅱ 誰もが安心して暮らせる社会づくり」についての課題 

○ 女性を含む様々な人々の健康づくりの推進について 

性別にかかわらず互いの人権を尊重し、健康で活き活きと暮らすことができる社会

づくりは、男女共同参画社会の実現のために重要な要件となります。 

市では、心と体の健康に関する学習機会の提供やママパパ教室、健康教育を実施す

るとともに、がん検診の受診率向上のため利便性を図る取り組みや、妊婦健診の受診

回数の拡充などを実施しています。 

女性の妊娠・出産期、男女が共に経験する思春期、子育て期、更年期、高齢期とい

ったライフステージ※、また、多様なライフコース※に応じてそれぞれの健康上の課題

があります。うつ病等の心の病についても依然として問題となっており、生涯を通じ

て自分らしく充実した生活を送るために、健康課題について正しい知識を持ち、関係

機関と連携しながら健康づくりに取り組むことが必要です。 

また、不妊・不育に悩む方々への支援について課題認識し、男女共同参画の視点か

ら相談窓口の周知等に努めていくことが必要です。 

さらに、新型コロナウイルス感染拡大の中、女性の自殺者数が増加しています。就

労の問題だけではなく、コロナ禍が家庭や人間関係など様々な場面において影響を及

ぼし、自殺者数の増加に結び付いている可能性があることから、包括的な支援が必要

となっています。 

 

○ あらゆる暴力の根絶について 

セクシュアル・ハラスメント※（セクハラ）やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※

等は、基本的人権に係る大きな問題です。加害者に罪の意識が薄いという傾向があり、

周囲が気付かないうちに、被害が深刻化しやすいことがあげられます。  
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また、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛により、生活不安・スト

レスに起因する配偶者等からのＤＶ被害の深刻化が指摘されています。 

市民意識調査では、「パワハラを見たり受けたりしたことがある」が男女ともに４割

以上と最も高く、一方で「セクハラを見たり受けたりしたことがある」では、女性で

30.0％、男性で16.9％となっており、セクシュアル・ハラスメントの認識について

性別によるギャップが生じています。 

 

配偶者（パートナー）や交際相手など親密な関係にある人から、「殴る、ける、突き

飛ばす、引きずり回す、ものを投げられるなどの暴力をふるわれた」と回答した女性

が8.5%（男性は2.1%）、「大声でどなられた」と回答した女性が15.9%（男性は6.2%）

いるなど、多くの方が様々なかたちでのDVを経験しています。また、暴力を受けたと

きの対応について、男女ともに「我慢した」が４割以上と最も高く、次いで女性は「家

族や親族に相談した」「友人や知人に相談した」「どこ（だれ）にも相談しなかった」、

一方男性は「どこ（だれ）にも相談しなかった」が高く、一人で抱え込む傾向が高く

なっています。 

どこ（だれ）にも相談しなかった（できなかった）理由について、「相談するほどの

ことではないと思った」が女性で33.3％、男性で63.6％となっており、男女ともに

最も高く、次いで女性は「相談しても無駄だと思った」「自分さえ我慢すれば、なんと

かこのままやっていけると思った」、男性は「自分にも悪いところがある」の割合が高

くなっています。さらに、配偶者など親密な関係にある人からの暴力についての相談

窓口について、「１つも知らない」が14.2％となっています。 

配偶者等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪など、暴力をなくすた

めに必要なことについて、「子どもの頃から、学校における人権教育（男女平等、ＤＶ、

からだと心を大切にする性についての教育など）を充実させる」が50.7％で最も高く、

次いで「子どもの頃から、家庭における人権教育（男女平等、ＤＶ、からだと心を大

切にする性についての教育など）を充実させる」が46.2％、「被害者の相談窓口や保

護施設を充実させる」が44.8％、「法律・制度の制定や見直しをおこなう」が43.8％

となっています。 

また、男女が対等に働いたり、地域も含めた社会の様々な場面で能力を活かして活

動したりするために必要なこととして、「あらゆるハラスメントをなくす」が35.2％

となっています。 

男女間のあらゆる暴力の根絶に向け、子どもの頃からＤＶについての周知や人権教

育の充実に努めるとともに、関係機関と連携し、暴力を許さない気運を高め、被害者

が安心して相談できる体制づくりと自立支援の取り組みを推進することが必要です。  
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配偶者（パートナー）や交際相手など親密な関係にある人からされたことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

生命の危険を感じるほどの暴力
をふるわれた

殴る、ける、突き飛ばす、引きず
り回す、ものを投げられるなど
の暴力をふるわれた

気がすすまないと伝えているの
に、性的な行為を強要された

避妊に協力してくれなかった

「食わせてやっている」とか「甲
斐性なし」などと言われた

生活費を渡されなかった

交友関係や電話・メールを細か
く監視されたり、外出を制限され
た

何を言っても長時間無視され続
けた

大声でどなられた

無言電話やいやがらせの電話
をされたり、メールやファックス
を送られた

傷つくような言葉、人格を否定さ
れるような言葉など、人権を侵
害することを言われた

元配偶者、元交際相手からしつ
こくつきまとわれた

その他

されたことはない

無回答

1.4

5.7

4.0

2.6

4.5

3.6

3.8

2.8

11.7

0.8

8.8

1.7

1.3

60.3

17.0 

1.9

8.5

5.8

4.4

6.6

6.1

5.1

2.9

15.9

1.0

12.6

2.2

1.8

57.2

12.9

0.8

2.1

1.4

0.4

1.6

0.4

2.1

2.5

6.2

0.6

3.5

1.0

0.8

64.9

22.3

0 20 40 60 80

全体 （回答者数 = 1,209）

女性 （回答者数 = 684）

男性 （回答者数 = 515）
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配偶者（パートナー）や交際相手など親密な関係にある人から暴力を受けたときの対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 様々な困難を抱えた人々への支援について 

生活困窮や介護・介助を必要とする人など、複雑化・複合化した課題を抱える人々

への支援が課題となっています。 

市民意識調査では、男女共同参画を推進するための八尾市の取り組みについて、

「様々な困難を抱える人々への支援」について「不満足」という意見（「不満」と「ど

ちらかといえば不満」を合わせた値）が21.4％と高く、男女共同参画を進めていく上

で、行政（国・府・市）が力を入れることについて、ひとり親家庭の求める施策とし

ては、「女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、学習の場を充実させる」も

比較的高い割合となっています。 

様々な困難を抱えた人々が、地域で安定、安心した生活を送れるようにするために

は、雇用の安定や安心できる生活環境の確保、自立生活を支援するとともに、生きが

いづくりや社会的孤立の解消を含めた総合的かつきめ細かな支援を進めることが必要

です。 

  

％

警察に連絡、相談した

公的機関の相談窓口に相談し
た

家族や親族に相談した

友人や知人に相談した

加害者から逃げた

我慢した

加害者が謝ってくれたので許し
た

どこ（だれ）にも相談しなかった

その他

無回答

4.4

2.9

18.6

16.8

7.7

41.6

12.0

17.2

8.0

22.3

4.9

3.9

22.0

21.5

7.8

41.5

14.1

17.6

8.3

20.0

3.0

0.0

9.1

3.0

7.6

40.9

6.1

16.7

6.1

28.8

0 10 20 30 40 50

全体 （回答者数 = 274）

女性 （回答者数 = 205）

男性 （回答者数 = 66）
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「基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成」についての課題 

○ 子どもの頃からの男女共同参画意識の理解促進について 

次世代を担う子どもたちについては、子どもの頃から人権を尊重する感性を育み、

自他の人権を大切にしながら、一人ひとりが将来を見据えて自己を形成できる教育を

充実することが求められます。 

市民意識調査では、男女平等に関する意識について、「平等である」は「学校教育の

場では」が49.1%で最も高くなっています。また、学校の中での必要な取り組みにつ

いて、「進路指導や職業観の育成について、性別による区別なく能力を生かせるよう配

慮する」が最も高く58.1％、次いで「学校生活の中で、性別による役割分担をなくす

（児童・生徒会長などのリーダー的役割は男の子で、女の子は補佐役など）」が46.3％、

「男女平等の意識を育てる授業をする」が39.5％となっています。 

市では、学校園において「男女平等教育指導事例集」等を使用し、固定的な性別役

割分担意識をなくし、一人ひとりの個性を認め合い尊重すること、各種ハラスメント

が個人の尊厳や人権を侵害するものであること、性の多様性の理解についての学習を

進めています。 

今後も、性別による固定的役割分担意識をなくすとともに、性的マイノリティの立

場にある子ども達がありのままの自分を受け入れられる環境づくりとして、多様性の

理解に向けた教育を進めていくことが必要です。 

 

○ 固定的な性別役割分担意識の解消について 

「男は仕事、女は家庭」などといった固定的な性別役割分担意識は、個人としての

能力の発揮や、活動の選択を制限するもので、男女共同参画が進まない要因となって

います。 

市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」というような性別で役割を固定した考え

方について、「同感しない」が53.5％で最も高く、前回調査と比較すると、「同感しな

い」は、女性が4.0ポイント増加し、男性も12.8ポイントと大きく増加しており、固

定的な性別役割分担意識は改善傾向がみられます。また、今後、男性が家事、子育て、

介護、地域活動などに積極的に参加していくために必要なことについて、「男性が家事、

子育て、介護、地域活動に参加することについて、社会における意識を高めること」

が46.2％で最も高く、「男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改め

ること」が41.3％となっており、男女共同参画を進めていく上で、行政（国・府・市）

が力を入れることについては、「社会教育や生涯学習の分野で、男女共同参画について

の理解を深める機会をつくる」が28.4％となっています。  
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一方、男女平等に関する意識については「男性優遇」が「政治の場では」が68.6％、

「社会通念・慣習・しきたりなどでは」が68.8％となっています。また、「社会全体

では」が63.4％と高く、前回調査と比較すると、横ばいとなっており、依然として社

会全体での固定的な性別役割分担意識が存在しています。 

また、市内の中学生（義務教育学校7年生～9年生含む）や高校生からは、男女は平

等であるという意見や、場面によっては役割分担があるのも効率的ではないかという

意見など、様々な意見が出された中で、話し合うことや多様性を認め合うことの大切

さにも注目しました。 

男女が互いに尊重し、多様な価値観を認め合い、責任を分かち合い、個性と能力を

発揮できる社会を築くためには、社会全体での意識改革を図ることが必要です。同時

に生活の場である家庭においても、アンコンシャス・バイアスの解消を図り、男女共

同参画社会に向けた意識啓発を促進することが必要です。 

 

  

「男は仕事、女は家庭」というような性別で役割を固定した考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,209 53.5 33.0 7.2 4.4 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同感しない どちらともいえない 同感する わからない 無回答

【
女
性
】 

【
男
性
】 

回答者数 =

平成26年度調査 754

令和元年度調査 684

6.2

2.2

2.8

4.2

9.9

5.4

29.7

32.7

51.4

55.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26（2014）年度
調査

令和元（2019）年度
調査

回答者数 =

平成26年度調査 554
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男性が家事、子育て、介護、地域活動などに積極的に参加していくために必要なことについて 
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○ 地域における男女共同参画の推進について 

男女共同参画社会の実現には、社会の基礎的単位である家庭をはじめ、最も身近な

社会集団である地域が重要な役割を果たします。 

市民意識調査では、男女平等に関する意識について、「地域活動の場」で男女が「平

等である」と回答した割合は、男性で41.9%、女性で26.5%となっており、性別によ

るギャップが生じています。また、今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動など

に積極的に参加していくために必要なことについて、「男性が家事、子育て、介護、地

域活動に参加することについて、社会における意識を高めること」が46.2％で最も高

くなっています。 

市では、校区まちづくり協議会などの地域の組織において、役員の大半が男性だと

いう状況にあるため、女性の役員が孤立しないように、女性のネットワーク力を活か

して横のつながりを広げるべく、防災など、地域につながる様々な課題をテーマに地

域で活動する女性を中心とした交流会（やおキラ交流会）を開催し、地域活動におけ

る男女共同参画の推進を図っています。 

地域活動等への参画には、男女を問わず、仕事とのバランスのほか、参加へのきっ

かけづくりが重要となり、性別や世代に関係なく、男女がともに地域活動を担う必要

性について啓発するとともに、誰もが参加しやすくなるよう検討していくことが必要

です。 

 

○ 男女共同参画推進拠点について 

市民意識調査では、八尾市男女共同参画センター「すみれ」について、「知っている」

が7.9％と低く、利用したことがない理由について、「特に利用する必要がない」「利用

したい情報などがない」「何をしているところかがわからない」などが挙げられていま

す。 

今後も、八尾市男女共同参画センター「すみれ」の周知を図りつつ、相談機能の強

化等を進めていく必要があります。  


